
１　意見募集の期間

２０２４年１２月１５日（日）～２０２５年１月１５日（水）

２　意見募集の方法

【資料の閲覧・配布及び意見提出窓口】

３　寄せられた意見の件数・内訳

項番 件数

（１） ８

（２） ５

（３） ３

（４） ２９

基本方針１（全体） １

基本目標１　子どもが、人との関わりや様々な経験を通して成長している ６

基本目標１（全体） ３

基本施策１　豊かな学びの推進 ２

基本施策２　教育・保育の質の向上 １

基本施策３　心身の健やかな成長のための支援 ０

基本目標２　自分らしさが尊重され、すべての子どもや若者が活躍している １０

基本目標２（全体） ０

基本施策１　子どもの意見表明・参画する機会の確保 ９

基本施策２　子どもの成長に応じた支援 ０

基本施策３　子どもや若者の社会的自立に向けた支援 １

　広報まちだへの概要の掲載及び町田市ホームページ・まちだ子育てサイトへの資料掲載、
下記公共施設において資料の閲覧・配布を行いました。また、Ⅹ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）・
メール配信・ＬＩＮＥ・ｔｅｔｏｒｕ（学校・保護者連絡ツール）での通知のほか、市内の
保育所、幼稚園、学校（小中学校・高等学校）など、子どもや子育て世帯に関係する施設約
３５０箇所に募集ポスター掲示、児童・生徒が使用するタブレット端末へのブックマーク登録
を行いました。

子ども総務課 (市庁舎２階)、市政情報課・広聴課(市庁舎１階)、
保健予防課(市庁舎７階)、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、
各市民センター、各連絡所、各市立図書館、町田市民文学館、各子どもセンター、
各子どもクラブ、中央学童保育クラブ、子ども創造キャンパスひなた村、各公立保育園、
町田市子ども発達センター、教育センター、健康福祉会館、鶴川保健センター

基本方針１　子どもが自分らしく成長し、一人ひとりの魅力を輝かせている

子どもを取り巻く環境

計画の基本的な考え方

計画全般

項目

　４６名の方から、１３６件のご意見をいただきました。ご意見の項目別の内訳は以下のとお
りです。（おひとりから複数の趣旨のご意見をいただいた場合は、趣旨ごとに分割して集計し
ています。）

「町田市子どもマスタープラン２５－３４」（素案）

パブリックコメント実施結果の概要について

資料 ２
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項番 件数項目

（４） 基本目標３　「子どもの権利」が大人にも子どもにも認知され、定着し、 １２

　　　　　守られている

基本目標３（全体） ２

基本施策１　「子どもの権利」の普及・啓発 ４

基本施策２　子ども・若者の悩みに対する支援 ４

基本施策３　子どもの権利侵害の防止と適切な支援 ２

（５） １１

２

基本目標１　安心して出産を迎え、子育てできる ３

基本目標１（全体） １

基本施策１　妊娠期からの子育て支援 ０

基本施策２　子育ての相談・支援 ２

基本目標２　仕事をしている保護者が、子育てに喜びを感じることができる ４

基本目標２（全体） １

基本施策１　保育サービスの充実 ２

基本施策２　男女共同の子育ての推進 １

基本目標３　ニーズに合った支援を受けることができる ２

基本目標３（全体） １

基本施策１　子どもの発達に支援が必要な家庭への支援 １

基本施策２　ひとり親家庭・貧困家庭への支援 ０

（６） 基本方針３　子どもが地域を身近に感じ、地域に愛着を持っている １５

基本方針３（全体） ０

基本目標１　子どもを見守る大人が増え、子どもが大切にされている ４

基本目標１（全体） １

基本施策１　地域住民・事業者との連携 ３

基本施策２　地域人材の発掘と育成 ０

基本目標２　子どもがのびやかに過ごせる環境が整っている １１

基本目標２（全体） １

基本施策１　体験活動の場や居場所の充実 ４

基本施策２　子どもの安全・安心の確保 ６

（７） ２

（８） ４

（９） ５９

基本方針２（全体）

その他

計画の推進

基本方針２　子どもが家庭の中で笑顔に包まれ、豊かに育っている

第３期町田市子ども・子育て支援事業計画
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